
No 税目 団体名 課税客体 税収の使途 課税標準 納税義務者 徴収方法 税率
29年度
決算

１ 遊漁税
山梨県
富士

河口湖町
河口湖での遊漁行為

河口湖及びその周辺
地域における環境の
保全，環境の美化及
び施設の整備の費用

遊漁行為を行う日数 遊漁行為を行う者 特別徴収
１人１日
200円

8百万円

２
環境
未来税

福岡県
北九州市

最終処分場において
行われる産業廃棄物
の埋立処分

廃棄物の適正な処理
の推進，廃棄物の再
生利用の促進に資す
る事業の支援その他
環境に関する施策に
要する費用

最終処分場において
埋立処分される産業
廃棄物の重量

最終処分場において
埋立処分される産業
廃棄物の最終処分業
者及び自家処分事業
者

申告納付 1,000円/ﾄﾝ 632百万円

３

使用済
核燃料税

新潟県
柏崎市

使用済核燃料の保管

原子力発電所に対す
る安全対策，生業安
定対策，環境安全対
策及び民生安定対策
並びに原子力発電所
との共生に必要な費
用

保管する使用済核燃
料の重量(使用済核燃
料に係る原子核分裂
をさせる前の核燃料
物質の重量）

使用済核燃料を保管
する原子炉設置者

申告納付 480円/kg 575百万円

４
佐賀県
玄海町

使用済核燃料の貯蔵

使用済核燃料に係る
原子核分裂をさせる
前の核燃料物質の重
量（使用済核燃料と
した日から５年を経
過したものに限る。
ただし，発電用原子
炉を廃止したものは
この限りではな
い。）

発電用原子炉の設置
者

申告納付 500円/kg 416百万円

５

環境
協力税

沖縄県
伊是名村

旅客船，飛行機等に
より伊是名村へ入域
する行為

環境の美化，環境の
保全及び観光施設の
維持整備に要する費
用

旅客船，飛行機等に
より伊是名村へ入域
する回数

旅客船，飛行機等に
より伊是名村へ入域
する者

特別徴収
１回の入域に
つき100円
（障害者，高
校生以下は課
税免除）

4百万円

６
沖縄県
伊平屋村

旅客船等により伊平
屋村へ入域する行為

旅客船等により伊平
屋村へ入域する回数

旅客船等により伊平
屋村へ入域する者

特別徴収 3百万円

７
沖縄県
渡嘉敷村

旅客船等又はヘリコ
プターにより渡嘉敷
村へ入域する行為

旅客船等又はヘリコ
プターにより渡嘉敷
村へ入域する回数

旅客船等又はヘリコ
プターにより渡嘉敷
村へ入域する者

特別徴収 １回の入域に
つき100円
（障害者，中
学生以下は課
税免除）

14百万円

８ 美ら島税
沖縄県
座間味村

旅客船，航空機等に
より座間味村へ入域
する行為

旅客船，航空機等に
より座間味村へ入域
する回数

旅客船，航空機等に
より座間味村へ入域
する者

特別徴収
10百万円
(平年度)

市町村法定外目的税の状況(総務省ＨＰ抜粋)

※美ら島税はＨ30.4.1施行のため，大臣協議時の見込額
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No 税目 団体名 課税客体 税収の使途 課税標準 納税義務者 徴収方法 税率
29年度
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９
開発事業等
緑化負担税

大阪府
箕面市

事業として行う開発
行為等

良好な自然環境や住
環境をはじめとする
都市環境の維持，保
全及び向上に要する
もの

開発行為等の行われ
る土地の面積に0.9を
乗じて得た値に，当
該土地に係る建築基
準法の規定による建
築物の容積率の最高
限度の数値を乗じて
得た面積

開発行為等を行う事
業者

申告納付 250円/㎡ 47百万円

10

宿泊税

京都府
京都市

・旅館業法に規定す
る旅館業（旅館・ホ
テル営業，簡易宿所
営業）を営む施設へ
の宿泊行為

・住宅宿泊事業法に
規定する住宅宿泊事
業を営む施設への宿
泊行為

国際文化観光都市と
しての魅力を高め，
及び観光の振興を図
る施策に要する費用

・旅館・ホテル，簡
易宿所への宿泊数

・住宅宿泊事業を営
む施設への宿泊数

・旅館・ホテル，簡
易宿所への宿泊者

・住宅宿泊事業を営
む施設への宿泊者

特別徴収

１人１泊につ
いて宿泊料金
が
20千円未満
…200円

20千円以上50
千円未満
…500円

50千円以上
…1,000円

（修学旅行そ
の他学校行事
に参加する者
及びその引率
者は課税免
除）

4,560
百万円
(平年度)

11
石川県
金沢市

・旅館業法の許可を
受けた旅館・ホテル，
又は簡易宿所への宿
泊行為

・住宅宿泊事業法の
届出をして住宅宿泊
事業を行う住宅への
宿泊行為

金沢の歴史，伝統，
文化など固有の魅力
を高めるとともに，
市民生活と調和した
持続可能な観光の振
興を図る施策に要す
る費用

・旅館業法の許可を
受けた旅館・ホテル，
又は簡易宿所への宿
泊数

・住宅宿泊事業法の
届出をして住宅宿泊
事業を行う住宅への
宿泊数

・旅館業法の許可を
受けた旅館・ホテル，
又は簡易宿所への宿
泊者

・住宅宿泊事業法の
届出をして住宅宿泊
事業を行う住宅への
宿泊者

特別徴収

１人１泊につ
いて宿泊料金
が
20千円未満
…200円

20千円以上
…500円

720百万円
(平年度)

市町村法定外目的税の状況(総務省ＨＰ抜粋)

※京都市宿泊税は，Ｈ30.10.1施行のため，大臣協議時の見込額
※金沢市宿泊税は，Ｈ31.4.1施行のため，大臣協議時の見込額
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